
1下線式認否について
■

認否の方法認否の方法

Iー－

相手方の訴状や準備書面に対して、
以下のような方法で認否してください。

サンプルは

下記をダブルクリック

ﾉは

リック 1 11 1

↓

○認める部分

→下線を弓|＜

○否認する部分又は争う部分
→取消線を弓|＜

※否認理由は、簡潔に、脚注に記載。

ただし、詳細な主張は、別途、主張欄に記載する。

下線式認否答弁害

サンプル

答弁書

Pル

■

○不知

→そのまま（線を弓|＜必要はない）

※不知とする趣旨について補足説明がある場合（例：積極的に争うものではない。 ）は、

、_宣潔に脚注に記載。 ノ』
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認める部分に下線を弓|＜方法分め 下

②次のいずれかの方法で下線を弓|＜・
。 「ホーム」の「フォント」にある「U」

｡キーボードで「Ctrl+U｣ (同時)を押す。

①対象箇所をドラッグして選択する。 を押す。
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第8関連事実型一

壼左令和4年1月14日に600万円で盲い取ったふ
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2被告里見貴子の夫であり被告犬山ゆかりの父である亡里見ﾉ峨は､株式会社

太田商事の代表毒太田雄二及び誇会社長尾鐸の代奏者長尾一郎から､本件

壷を鋳口4年,月14日に600万円で買い取ったと主張して､本件壷を所持

していた． ．
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争う部分に§取消線分す否認する又｛ま |＜方法方＜を 弓

』

②次のいずれかの方法で取消線を弓|＜。

。 「ホーム」の「フオント」にある「aもe」を押す。

。キーボードで「AIt→H→4」の順に押す。

①対象箇所をドラッグして選択する。
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③下部の脚注欄に否認理由を簡潔に記載する。①脚注を挿入する場所にカーソルを置く。

②以下のいずれかの方法で脚注を挿入する。
。 「参考資料」の「脚注の挿入」を押す。

・キーボードで「Alt→S→F」の順に押す
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令和○年（ワ）第○○○○号動産引渡請求事件

原告○○○○

被告○○○○ほか1名

答弁書5

令和○年○月○日

○○地方裁判所第○民事部御中

10

〒○○○一○○○○○○市○○町○番地○

乙川法律事務所（送達場所）

被告両名訴訟代理人弁護士 乙

電話○○一○○○○一○電話○○一○○○○一○

花川 子

○○○

FAX○○－○○○○一○○○○15

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求をいずれも棄却する

2訴訟費用は原告の負担とする

との判決を求める。20

第2原告の主張に対する認否等

原告の主張に対する認否等は、別紙のとおりである。 下線は認める趣ただし、

旨、取消線は否認又は争う趣旨、いずれの線も付していない部分は不知であり、

否認の理由等は脚注のとおりである。25
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(別紙）

第2請求の原因

晴白-磁壼一(』；
＝ーr ＞

原告は一別紙桝卜目録記載の1 ◎

を再哺ニレモ斗舎る（甲1、甲2、甲5)。 ！

2被告里見貴子の夫であり被告犬山ゆかりの父である亡里見八介は、 株式会社5

太田商事の代表者太田雄二及び株式会社長尾産業の代表者長尾一郎から、本件

壺を令和4年1月14日に600万円で買い取ったと主張して、 本件壺を所持

していた。

3原告は、…

美雪宍皇親告は一被告両名一に宗丼し胃 喉嶮露築今410
0

第3 関連事実

1 原告が代表取締役を務める株式会社室町堂は、本件壷を、約20年前に足立

貴から2500万円で買い入れた。 2

2 その後…

’被告らの主張1のとおり、本件壷の所有者は被告両名である。

2積極的に争うものではない。

3



【機2】下線式認否方式についての説明智（代理人用）

1

の線式認否方式について

明書 （代理人用）

し匡．

人 用

／
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４■ 下線式認否のお願い

分かりやすく効率的な審理に向けて、相手方当事者の主張に対する認否を、認否の
種類ごとに種別を分けた下線を付する方式（下線式認否）によって行うことをお願い
しています。

下線式認否とは？

相手方の主張書面の電子データを活用して、相手の主張と自己の認否との対応関
係が下線によって分かるようにするものです。
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可
はじめに

（データのアップロード）
ー

｜
今後、答弁書その他の主張書面を提出する際は、 teamsの袷稿画面から子のデー

はじめに

(データのアップロード）

田を提出する際は、 teamsの投稿画面からそのデー
のアップロードをお願いします。
式主張書面についてもアップロードをお願いします。

のデー

いします。

(ワード又はエクセル形式）夕

また、既に提出済みの訴状及び主張書面につし
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投稿時: ｢@team」又は「、チーム」と入力=>全メンバーに通知が届く
投稿確認時：投稿欄右上のリアクションボタンをクリック。確認済みであること

をメンバーで共有できる
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であること
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下線式認否について

「
ご
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旬
Ⅶ
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幻

可可認否の方法

可

相手方の訴状や準備書面の電子データを活用して、
以下のような方法で認否してください。

○認める部分

→下線を弓|＜

鱈鱈○否認する部分又は争う部分

→取消線を弓|＜

※否認理由は、簡潔に、注釈に記載。

ただし、詳細な主張は、別途、主張欄に記載する。

下線式認否答弁害

サンプル(veK2.1.)

繧加

酪岫

認し
島ＪＩＩノ

認否方法は、他の部と異なることがありますので注意してください。
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可部分に分 線 弓’ ＜方法認め言刃 をる 下

翻象箇所をドﾗｯグして選択する
－－判

②次のいずれかの方法で下線を弓|＜。
． 「ホーム」の「フオント」にある「U」を押す。

･キーボードで「Ctrl+U」 (同時)を押す。
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本件壷を所持壼を令和4年1月14日に600万円で買い取ったと主張して、
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②次のいずれかの方法で取消線を引く。

。 「ホーム」の「フォント」にある「aもe」を押す。

。キーボードで「Alt→H－今4」の順に押す。
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剛ﾎｰﾑ’抑入 デリYン

‘誼晶MS聡鳴
貼り付け亀BIU‐･bGx§x

､g A-W'-&-Aa-

クリか侭一ド届 フズント

ﾚｲﾌﾟ，ｳト惨唇資料差し込み文忍校閲表示

他.墨画篁董闇書窺捗

パパ郷④全･田一式一 ，↓母 ‐
吃 設落 昂スタイル吃

差し込み文書校閲表示Q文言 表 ｻｲﾝｲﾝ且共＞ｲン参考資料 操作ｱ皇

囚

菫茎篁自書窺
全F塾一茨一劃ざ』 ‐

段落 最スタイル届

一~~L0, 1221 1241 1261 1281 1301 132,

一一一一一一一

一一一参雷８

一一一一一一一

一’’’’

p

鐸
↓③

厄

･

IA1 141 161 101 !101 |121 1141 |16! 1181 !Z01 |221 1241 !261 1281 |301 !321 !341 1361G1381 1401 !42
ｌ
↑
牝
歸
ア
娼
畠
銅

Ｉ

５
０

２
１
ｚ

Ｌ
喜
一
営
一
御
｛
一
琴
一
ｍ
一
一
画
一
一
ト
ー
一
画
一
一
句
一
一
・
Ｎ
一
一

ｸﾘﾂ元慌一ド扇 フオント
ー

ヒ 12' ’』▽'§1 14' '6|取り消【取り消し 1341 136IE;1381 1401 142線

取り消し線を引きます。↑
一
一
尉
↑
一
両
↑
一
マ
ー
．
一
四
一
一
回
一
一
ト
ー
一
“
↑
一
旬
↑
一
つ
Ｎ
一
一

雪向

式会 ・劃K私

1
4

していた．卿

原告は、…．

■■■■■■■■

15 2被告里舅‘實子の美であり溌告犬山ゆかりの父である亡阜貝八介は、株式会社

太田商事の代表者太田雄二及び株式会社長尾産業の代表者長尾一郎から、本件

壷客令和4年1月14日に600万円で旨い取ったし主張して、本件壼客所持

３
４
今
３第

t＊生語‘ヶ7－台十1レ ーー唇生7斗 言暉去坐曇7－梵葺
写、一~､ f々､ｰも…、 I吟目0ゴー旦軋ーグロロン、 ひ少0『ヨルーqー＝一一 ＝5 0＝曹〆芋､…ニレ竺呵、妙卓亨●

関連事実．

していた。辞

. 3原告は、 ･･･4J

20 4よって、原告捺弓

第3関連事実型

》
一
》
封
睾
ニ
バ
一
堂
一
Ｆ
↑
窒
暉

一
一
Ｆ

悼
刻
一
己
』

１
）
舞
麺
左
』
々
官
需
咽
》
』 “

’

〆 F

p

1Zマ

己娃
一

’藤は､別紙物件冨蟻燕"礫時代の毒白磁壷似下F本件壷｣という.) ｜
ｰ

を同錆して1,鰯（甲1、甲2、甲5)。 ！．’

旬蛙と些再目宰壼'T,幸･宇己堂､今生生-鼻『『""¥,.3,,.1命'?､女君､画亭己士詔_圭里戸『'八，令子曜李△哉止

1原告駄目蝋物件目録言鐵の北宋時代の害白蟻臺似下r未件急と'噂､今｡〉
一一

鱗与襄上皇署(甲'、甲2，甲5)。 !“(甲1，甲2，甲5)． 4』
1



h

可
』

匙

機注釈機能を利を て否認理由左記載する由 す 方法用 し
１
１

劃

1－

①注釈を挿入する場所にカーソルを置く。

②以下のいずれかの方法で注釈を挿入する。

。 「参考資料」の「注釈の挿入」を押す。

。キーボードで「Alt→S－>F」の順に押す

③下部の注釈欄に否認理由を簡潔に記載する。

具ﾌｧｲﾙ ホーム挿入デwン レイ”卜 ｜穆考資料||_差し込み文書校閲表示Q握作沙‘ サインイン ノ

瀞曾,恩鯨嵯羅黙愚息
冒箇ﾃ零ｽ…0- AB'､
目次D1目次の更新

挿入一鉛文献目録一 登録‐

目次 醐注 尼 引用文献と文献目録 図表 索引 引用文献一覧

L ,21 , '･IA, ,41 ,6, ,81 1,0' 1,2, ,,4, ,,61 1,81 ,20, ･1221 Q41 261 128, G01 132, !34! C6IJ3S! "O,
ー IO J

g

本文“

ニ

ポィ第2請求の原因劉
里 破告の主張1のとおり､本件壷の所有者は被告両 ！

本文

２

披告の垂長ユのとおり

共

(ほぼ同時でも可）
142

ﾝイン息築表示Q繩作ｱ言サイ参考資料ファイル ホーム ’一一二一 ■
I

の注釈箇所に
ポインターを置く

と、注釈の記載内

容力壊示される。

本文0
ポイニ

と、淀

容力這
團

邑圏ﾃｷｽﾄの遣力‘
目次n目次の更新
●

目次

.議鳥:鳥：登録
図表 索引 引用文献一覧 １

２
Ｓ
４
３
１
２

“
第
第
．

５
０
２

一
一
一
一
脚
↑
一
向
一
一
守
一
一
ｍ
一
幸
。
一
一
ト
ー
一
②
一
一
句
↑
一
ロ
釦
一
一
御
一
副
Ｎ
一
両
斡
一
守
鈍
一

－二つ

名である．
引用文献と文献目録

{四’を…_て､.､喜一（甲・1、甲2、甲5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ －

I▽Ig1 14{ !6!職主の挿入(AIt+Ctrl+F) 201 1221
凶 ぺｰジの下部にﾒﾓを追加して､文書

内の項目に関する補足的な情報を
⑧ 付け加えます。

第2請求の1@"m情軽

２

１
０
Ｓ
、
０

つ
一
１
１
２

Ｌ
一
つ
一
一
一
一
一
Ｎ
一
一
両
↑
一
寺
一
一
唾
一
一
②
↑
一
掃
一
一
の
一
一
匂
一
一
口
御

1241 噌6I l281 I301 132I I34I I36I岱唱aI I40I I42
司胸〃､ベ＞

、本件

1
１

“
第 姦浅令和4年1月14日に600万円で旨い取っ

一

していた。 妙

原告は、…←

冒生7斗qII堂幽【楡『罐冒里こそ。雀悟"n斗し垂睦雅孕〃､＝古謹＝
J幻、凹刊守萢 JJJ勺きせ0幻0 0昌舞吋脾巳＝ツゲ▼U一0も丙郡1吋￥〆Pｰ…~も、－0 "万1 ． 轍.q二一J一寸 ダ。ノ

甲2､甲5)｡卜伸鴦薪有して'.､吾（甲1，甲

2輔告軍貝皆子の夫であり

大田商事の代表春夫田潅二
へLｰr画且一ピゴロー一正■へ延一…－

生
ー

一

(介は、》
》

関連事実J

原告が代表取締役を務める株式会社室町堂は、本件壷を、約20年前に足立

貴から2500万円で買い入れた。少

その後…ト

び 一郎か
F基三

壼涛令和4年1月14日に60

していた。型

て、本件壷を所持

原告は、…“３
４
３第

ー

、

卸

一○

,のとお叺本#壷の所有霄憾譲皆両名である｡.’
坐一一’一 ー一

一

’被告の主頚1のとおり、本件壷の所有者は被告両名である。J
‐

’被告の主張
一

関連事実 ■■
』

〆 P
し



答弁書

令和5年2月9日

p■

り

○○地方裁判所民事第○部御中

〒○○○一○○○○千葉県船橋市八千代町○番地○

乙川法律事務所（送達場所）

被告両名訴訟代理人弁護士 乙 川

電話○○○一○○○一○○○○

花 子④10

FAX○○○一○○○一○○○○

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求をいずれも棄却する

2訴訟費用は原告の負担とする

との判決を求める。

15

第2原告の主張に対する認否等

原告の主張に対する認否等は、別紙のとおりである。

旨、取消線は否認又は争う趣旨であり、否認の理由等I否認の理由等は

下線は認める趣ただし、20

脚注のとおりである。

第3被告の主張

1 被告は…

25

1



(別紙）

第2請求の原因

票告は一別紙』呼卜目録記載鱒
戸伶［

鱒白磁素－92
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を鯆斗=壬斗今る（甲1、甲2，甲5)。 1

2被告里見貴子の夫であり被告犬山ゆかりの父である亡里見八介は、株式会社ー

0

太田商事の代表者太田雄二及び株式会社長尾産業の代表者長尾一郎から、本件

壺を令和4年1月14日に600万円で買い取ったと主張して、本件壷を所持

していた。

3原告は、…

よ-つ至二親告は一被告両名-に宗翔＝ 仁卒に素の頚づ
一
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第3 関連事実

1 原告が代表取締役を務める株式会社室町堂は、本件壺を、約20年前に足立

貴から2500万円で買い入れた。

2その後･･･

1被告の主張1のとおり、本件壺の所有者は被告両名である。
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